
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
動力車のパーキングブレーキ装置において、
　摩擦ブレーキが液圧発生器によっても電子機械的アクチュエーターユニットによっても
操作可能であり、液圧操作態様または電子機械的操作態様を設定し或いは両操作態様の切
換えを生じさせ、 パーキングブレーキを液圧で操作し、動力車
の原動機が停止している時はパーキングブレーキを電子機械的に操作する制御手段が設け
られていることを特徴とするパーキングブレーキ装置。
【請求項２】
動力車が内燃機関によって駆動され、制御手段は、パーキングブレーキの電子機械的操作
から出発して、内燃機関の始動に伴って液圧操作への切換えを行い、内燃機関の停止に伴
なって液圧操作から電子機械的操作への切換えを行うことを特徴とする、請求項１に記載
のパーキングブレーキ装置。
【請求項３】
動力車が、動力駆動系としてのマニュアルトランスミッションと、発車補助機能とを備え
、制御手段は、パーキングブレーキの電子機械的操作から出発して、動力車の始動後は、
始動過程と推定できるような処置がドライバーによって導入された時に始めてパーキング
ブレーキの液圧操作を行うことを特徴とする、請求項１または２に記載のパーキングブレ
ーキ装置。
【請求項４】

10

20

JP 3978261 B2 2007.9.19

動力車の原動機が作動中は



制御手段は、動力車の作動が停止している場合、動力車の発車に伴ってパーキングブレー
キを電子機械的操作から解除することを特徴とする、請求項１から３までのいずれか一つ
に記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項５】
動力車の駆動系にオートマチックトランスミッションが設けられ、制御手段は、オートマ
チックトランスミッションのパーキング位置でパーキングブレーキを電子機械的に操作す
ることを特徴とする、請求項１，２，４のいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置
。
【請求項６】
制御手段は、ボンネットが開いた時にパーキングブレーキを電子機械的に操作することを
特徴とする、請求項１から５までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項７】
制御手段は、パーキングブレーキの液圧操作開始から所定時間経過した後に、電子機械的
操作への切換えを行うことを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一つに記載のパ
ーキングブレーキ装置。
【請求項８】
制御手段は、動力車の制限速度以上のときに液圧発生器を制御することにより、動力車の
パーキングブレーキ装置を介して緊急ブレーキを導入可能にさせることを特徴とする、請
求項１から７までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項９】
制御手段は、液圧で発生した緊急ブレーキ作動中に所定の減速値を下回った時に電子機械
的操作への切換えを行うことを特徴とする、請求項８に記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１０】
制御手段は、設定車速以上でパーキングブレーキを自動的に解除することを特徴とする、
請求項１から９までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１１】
制御手段は、動力車の停止時にパーキングブレーキを自動的に操作することを特徴とする
、請求項１から１０までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１２】
制御手段は、設定車速以上で液圧発生器を制御することにより、１個の車軸の１個の車輪
または両車輪、或いは車両片側の両車輪をロックさせることを特徴とする、請求項１から
１１までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１３】
制御手段は、必要なパーキング作用に応じたパーキング力を決定することを特徴とする、
請求項１から１２までのいずれか一つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１４】
制御手段は、保守の目的で、ドライバーが関与することなくパーキングブレーキを一定の
時間間隔で電子機械的に操作することを特徴とする、請求項１から１３までのいずれか一
つに記載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１５】
動力車のパーキングブレーキ装置において、
　摩擦ブレーキが液圧発生器によっても電子機械的アクチュエーターユニットによっても
操作可能であり、液圧操作態様または電子機械的操作態様を設定し或いは両操作態様の切
換えを生じさせる制御手段が設けられ、制御手段は、パーキングブレーキの電子機械的操
作から出発して、ａ）ドライバー側のドアロックの または運転席のドアの開口、ｂ）
ドライバーシートへの着座、ｃ）点火装置の始動のうち少なくとも１つの状態を占めたと
きに、電子機械的操作態様から液圧操作態様への切換えを行うことを特徴とするパーキン
グブレーキ装置。
【請求項１６】
動力車が内燃機関によって駆動され、制御手段は、パーキングブレーキの電子機械的操作
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から出発して、内燃機関の始動に伴って液圧操作への切換えを行い、内燃機関の停止に伴
なって液圧操作から電子機械的操作への切換えを行うことを特徴とする、請求項１５に記
載のパーキングブレーキ装置。
【請求項１７】
液圧発生器によっても電子機械的アクチュエーターユニットによっても操作可能な摩擦ブ
レーキを備えた動力車のパーキングブレーキ装置の制御方法において、
　 パーキングブレーキを液圧で操作し、動力車の原動機が停止
している時はパーキングブレーキを電子機械的に操作するように液圧操作態様または電子
機械的操作態様を択一的に選択することを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明は、 に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　欧州特許第 号公報 から知られてい
る動力車では、ねじスピンドルを備えた電動機がパーキングブレーキに作用する。パーキ
ングブレーキを動力操作することによりドライバーの負担が軽くなる。また「信号停車」
、「発進補助」などのような便利な機能を実現できる。
【０００３】
　ドイツ特許出願第１９５１６６３９号に記載されている動力車では、例えば外部から制
御可能なブレーキサーボ装置またはＡＳＣポンプのような液圧発生器によりパーキングブ
レーキを操作することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の課題は、公知のパーキングブレーキ装置 を改良することで
ある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するため、請求項１によれば、摩擦ブレーキが液圧発生器に
よっても電子機械的アクチュエーターユニットによっても操作可能であり、液圧操作態様
または電子機械的操作態様を設定し或いは両操作態様の切換えを生じさせ、

パーキングブレーキを液圧で操作し、動力車の原動機が停止している時はパ
ーキングブレーキを電子機械的に操作する制御手段が設けられていることを特徴とするも
のである。
また、請求項１５によれば、摩擦ブレーキが液圧発生器によっても電子機械的アクチュエ
ーターユニットによっても操作可能であり、液圧操作態様または電子機械的操作態様を設
定し或いは両操作態様の切換えを生じさせる制御手段が設けられ、制御手段は、パーキン
グブレーキの電子機械的操作から出発して、ａ）ドライバー側のドアロックの または
運転席のドアの開口、ｂ）ドライバーシートへの着座、ｃ）点火装置の始動のうち少なく
とも１つの状態を占めたときに、電子機械的操作態様から液圧操作態様への切換えを行う
ことを特徴とするものである。
さらに、請求項１７に記載のパーキングブレーキ装置の制御方法においては、液圧発生器
によっても電子機械的アクチュエーターユニットによっても操作可能な摩擦ブレーキを備
えた動力車のパーキングブレーキ装置の制御方法において、 パ
ーキングブレーキを液圧で操作し、動力車の原動機が停止している時はパーキングブレー
キを電子機械的に操作するように液圧操作態様または電子機械的操作態様を択一的に選択
することを特徴とするものである
【０００６】
　本発明にしたがってパーキングブレーキの液圧操作と電子機械的操作とを組み合わせる
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ことにより、両装置の利点をそれぞれ最適に活用することができる。
【０００７】
　　作動態様の選択または両作動態様間での切換えは自動的に行われ、即ちドライバーが
関与することなく行われる。このため、１個または複数個の制御器が車両の特性、環境、
ドライバーの希望等を考慮し、これに対応して液圧発生器またはその弁、及び電子機械的
アクチュエーターユニットに作用を及ぼす。
【０００８】
　液圧操作はパーキングブレーキの迅速な作動と解除を可能にするが（電子機械的操作の
場合２秒以内の時間を要し、その１０分の数秒の速さ）、構成的には多数の負荷交番に適
合するよう系統的に設計されている。液圧操作により高いブレーキ圧を支障なく発生させ
ることができる。他方電子機械的アクチュエーターユニットの場合、高いブレーキ圧を発
生させるためには比較的大きな消費（コスト、重量、設置空間）を必要とする。
【０００９】
　電子機械的アクチュエーターユニット（障害のない車両搭載 を前提とすれば）は、
車両の運転状態に関係なくスタンバイしている。
　パーキングブレーキの液圧操作は、一次作動ブレーキ回路のほかに二次ブレーキ回路を
有しているような車両の場合には、非常にわずかな付加コストで可能である。この種の二
次ブレーキ回路は例えば加速スピン制御（ＡＳＣ）または安定性制御（ＤＳＣ）に用いら
れ、圧力発生器として例えば動力で制御可能なブレーキサーボ装置または固有のポンプ（
ＡＳＣポンプ或いはＤＳＣポンプ）を有している。電子機械的アクチュエーターユニット
は通常、自動ロック式の伝動装置を備えた電動機から構成される。
【００１０】
　液圧操作時のパーキングは、常用ブレーキのブレーキシューを介しても、また固有のパ
ーキングブレーキシューを介しても行うことができる。電子機械的アクチュエーターユニ
ットは通常ブレーキシューに作用し、ブレーキシューは常用ブレーキのブレーキディスク
またはブレーキドラムに作用するか、或いは固有のブレーキドラムに作用する。
【００１１】
【発明の実施形態】
　本発明にしたがって液圧操作態様と電子機械的操作態様とを組み合わせることにより、
一連の機能的な利点が得られる。これについて以下 明する。
【００１２】
　この場合、特に頻繁に使用される便利な機能（信号停車、発進補助）は液圧操作により
行うことができるので、電子機械的アクチュエーターユニットを、比較的少数の負荷交番
のために構成すれば十分である。
【００１３】
　もちろん、それぞれ他の操作装置への受け渡しの際に、渡す側の装置のブレーキ力と少
なくともほぼ同じ大きさのブレーキ力が受ける側の装置に発生した時に初めて前記受け渡
しが行われるようにパーキングブレーキ装置を構成してもよい。
【００１４】
　本発明によれば、基本的には ーキングブレーキの液圧操作と電子機械的操作との使
用範囲の分配が行われる。車両を利用する際にはパーキングブレーキは液圧操作され、そ
の際便利な機能（信号停車、発進補助）はすべて液圧で行われるが、遅くともドライバー
が車両を離れるとともに電子機械的アクチュエーターユニットがパーキングブレーキをロ
ックさせる。このような操作範囲の分配により、パーキングブレーキのほとんどの操作は
液圧で行われる。車両のエンジンスイッチを切ると（及び従属項に記載されているような
以後の車両運転状態でも）、液圧発生器は電子機械的アクチュエーターの自主独立装置に
より引き継がれる。この自主独立装置は、ドライバーが車両を離れた際にも長時間にわた
って機械的ロックによりパーキング作用を維持させることができる。このように液圧操作
と電子機械的操作とがパーキングブレーキの同一のパーキング機構に作用するようなブレ
ーキ装置においては、電子機械的操作に切換える時に電子機械的アクチュエーターはすで
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に予め作動しているブレーキを受け取り、従って液圧でもたらされたブレーキ作動の一部
を利用する。
【００１５】
　一般に、「動力車を利用する」とは、動力車の作動または運転を意味し、これには乗員
が動力車に残ったままであるような短時間の運転中断も含まれる。これに対して「動力車
のエンジンを切る」とは、ドライバーが動力車を離れることをも意味している。
【００１６】
　パーキングブレーキの操作が主に液圧で行われるので、電子機械的アクチュエーターは
少数の負荷交番に対して構成されていればよい。従って電子機械的アクチュエーターが小
型化されるばかりでなく、金属ケースの代わりにプラスチックケースを使うなどして低コ
ストの材料を使用できるので、電子機械的アクチュエーターの製造コストが低減する。電
子機械的アクチュエーターのサイズが小さければ、時間的に問題となるすべてのパーキン
グ過程を液圧操作で実現できるので、動力学的な要請も少なくなる。従って電子機械的ア
クチュエーターは、そのパワーに関し確実なパーキングとロック（長時間の停車及び車両
を離れる前のロック）に対応できるように構成されていればよく、このためには比較的遅
い調整速度で十分である。
【００１７】
　なるほどドイツ特許第３５１８７１５号公報から知られているパーキングブレーキ装置
は、筋力で操作可能なパーキングブレーキを備えていない車軸に液圧作用を及ぼすが、車
両を長時間停車させる場合にも液圧によるパーキング作用を維持できるようにするために
は、パーキング液圧回路を常時監視することが必要である。この監視は、１０分ないし３
０分の間隔で電動機に制御パルスを送ることにより、パーキング液圧回路内に反復して圧
力を発生させるようにして行う。これにより、パーキング液圧回路の不可避の漏れ損が補
償される。この公知の解決法（その課題は本発明の課題とは異なる）は非常に構成が複雑
であり、高コストである。このドイツ特許第３５１８７１５号公報から知られているパー
キングブレーキ装置では、本発明の解決法とは異なり外力による電子機械的操作は採用さ
れていない。
【００１８】
　 、それまでの電子機械的操作と交代する。これに対応して、請
求項３と４に記載されている動力車の作動状態が終了すると、逆の方向で操作が行われ、
即ち液圧操作の代わりに電子機械的操作が投入される。しかしこの例外も可能である（例
えば請求項 ないし を参照）。
【００１９】
　

ドライバーが乗車する前に既に液圧操作への切換えが行われる。こ
れにより、操作態様の切換えまたは液圧装置の始動による騒音の発生（乗員には不快に感
じられる）が乗車する前の時点に移行される。いわゆる「無線キー」を介してドアロック
を遠隔操作する際に、液圧操作態様への切換えを乗車前の早い時点に設定することができ
る。 ドライバーがシートに着座した瞬間に液圧操作に切り替えられる。
【００２０】
　 点火装置をオンにしたときに始めてバーキングブレーキの液圧操作が行われる

。もちろん液圧操作への切換えを、車両の種々の電力消費装置が搭載電
力網に接続される、点火キーの「ラジオ位置」で行なうようにしてもよい。
【００２１】
　 車両の内燃機関が始動する前に液圧装置を作動させ、従
ってどのような場合も車両が発車する前に液圧装置が作動することが保証されている。こ
のためには、内燃機関とは独立に作動する液圧発生器が使用されることが前提になる。
【００２２】
　 、車両の内燃機関が始動中であることに依存 。圧力発生器が内燃機
関によって駆動される場合には、基本的には液圧操作への切換えを内燃機関の始動によっ
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て初めて行なうことができる。
【００２３】
　

、液圧操作の導入を、車両の発車寸前の時点へ移行させる。これにより、個々
の操作態様間での不必要な切換え（例えばエンジンを何回も切ったり再始動させるときに
生じる）が避けられる。発車過程とは、例えばクラッチが入ったとき、或いは十分な発車
モーメントが提供されるときである。 もっぱら液圧によるパーキングだけ
を配分的に解除することによって行なわれる。
【００２４】
　前述したように、液圧操作から電子機械的操作への戻りは、液圧装置に対する「導入条
件」がもはや存在しなくなると行われる。例えば 燃機関の停止とともに電子機械的装
置へ切換えられる。一つの例外は、内燃機関が停止し点火装置がオンになっている場合で
ある。このような状況は、マニュアルトランスミッションを備えた車両において発車に失
敗した後に起こる。この場合に対して、液圧パーキングと電子機械的パーキングとの間の
不必要な切換えを避けるため、パーキングブレーキをそのままもっぱら液圧だけで操作す
るのが合目的である。しかしながら、当初中止した電子機械的操作への切換えは、他の信
号が発生したとき（例えばドライバー席のドアまたはドライバーシートにおいて接点が開
いたとき）に行われ、或いは内燃機関の停止後所定の時間が経過した後に行われる。
【００２５】
　 止していた車両を始動する場合、電子機械的に負荷されていたパーキングブレーキを
、液圧操作への切換えにより直接解除するのが通常は有利であ そのためには、発車補
助機能（例えば山道においてマニュアルトランスミッションの車両で発車を容易にするた
めの機能）が設けられていれば、この発車補助機能を電子機械的アクチュエーターユニッ
トでも置換できるという前提がありさえすればよい。平地での他のすべての発車過程にお
ける（非配分的な）解除は、問題ない。
【００２６】
　オートマチックトランスミッションを備えた車両の場合には、シフトレバーをポジショ
ンＰから移動することで、電子機械的に負荷されたパーキングブレーキを同様に簡単に直
接解除することができる。車両の望ましくない停車位置からの移動は、一方では、シフト
レバーを移動させるために常用ブレーキを操作しなければならないということによって阻
止される。他方、上り坂での発車の場合には、変換器によって提供される発車トルクが車
両の後退に反作用を及ぼす。本発明により、例えばキャデラック  セルビアから知られて
いるような、パーキングブレーキを自動的に解除するための複雑な機構が必要なくなる。
さらにアクセルペダルの位置または内燃機関によって提供される発車モーメントは、パー
キングブレーキを解除するための基準として考慮することができる。
【００２７】
　 ートマチックトランスミッションを備えた車両の場合、ギヤ段Ｐ（オートマチックト
ランスミッションのパーキング位置）を入れることで、エンジンが作動していてもパーキ
ングブレーキの電子機械的操作が導入される。このようにする理由は、ギヤ段Ｐを選択す
るということは、通常ドライバーが比較的長時間停車させること、或いは次に車両の作動
を止めることを望んでいることに関連しているからである。請求項７に記載の本発明の構
成により、オートマチックトランスミッションにおけるトランスミッションブレーキ（パ
ーキングブレーキ）を難なく省略することができる。
【００２８】
　ボンネットが開いている場合 電子機械的パーキングは重要である。なぜならこの場
合、長時間走行が中断されていることが前提になるからである。また、電子機械的操作を
行なうのには安全上の理由もある。動力車の発車を確実に阻止するためには、「ボンネッ
ト開」という信号は優先的な基準と解釈されるべきである。従って、アクセルペダルが対
応する位置にあっても、または発車モーメントが十分であっても（信号停車機能）、パー
キングブレーキを解除することはできない。
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動力駆動系にマニュアルトランスミッションが設けられ、且つ発車補助機能を備えてい
る場合には

発車の補助は、

、内

停
る。

オ

も、



【００２９】
　

二次ブレーキ回路の液圧ユニットに設けた遮
断弁の過負荷が避けられる。さらに、内燃機関が停止し且つ点火装置がオンになっている
ときにバーキングブレーキを液圧操作するような車両の場合には、電気機械的操作への自
動的な切換えにより、作動の確実性が向上する。なぜなら、長時間車両を停止させている
と、不可避の漏れ損により、「密封された液圧」が衰え、従ってパーキング作用が衰える
からである。例えば、液圧パーキングを開始してから２分後に切換えを行なうことができ
る。
【００３０】
　

既にドイツ特
許出願第１９５１６６３９号から知られているブレーキ装置の改良形であり、緊急制動時
（常用ブレーキの故障時）に液圧二次ブレーキ回路が導入される。この場合緊急制動は、
外力で操作されるパーキングブレーキをも制御する装置と同じ装置を介して導入すること
ができる。パーキングブレーキは、数キロメートル／時以下の設定速度では例えば電気的
走査器に１回軽く触れる（Ａｎｔｉｐｐｅｎ）ことにより操作される。これに対して設定
速度以上では、欧州特許第０４７８６４２号から知られているように電気走査器を継続操
作して、前記緊急制動をパーキングブレーキ装置を介して導入することが必要である。
【００３１】
　

緊急制動の導入後車両の減速が小さすぎる場合には二次
ブレーキ回路の故障、例えば液圧ポンプの故障、或いは液圧管の破損を想定することによ
り、緊急ブレーキ装置の冗長性が得られる。このような場合に対しては、電子機械的アク
チュエータユニットへの切換えを自動的に且つ可能な限り恒常的な移行で行われ、これに
より電子機械的アクチュエータユニットは緊急制動を継続または導入させる。もちろん両
装置を同時に作動させて、最大限の減速を達成させてもよい。
【００３２】
　 誤って解除
されなかったパーキングブレーキは、所定の車速を越えた時に自動的に解除される。これ
により、車両ブレーキ装置に深刻な欠陥を引き起こすようなブレーキ装置部品の過熱が避
けられる。この安全機能は、車両の発車とともにパーキングブレーキが自動的に解除され
ないような、外力で操作されるパーキングブレーキ装置の場合、便利な機能（信号停車、
発車補助）がなくても重要である。
【００３３】
　 動力車が停止るとパーキングブレーキは自動的に作動せしめられる（
これに関連した事項は、欧州特許第０４７８６４２号公報に記載されている）。このよう
な機能は、本発明によれば、基本的にはまず二次ブレーキ回路の液圧により行われる。こ
の「自動停車機能」は、オンオフ可能に構成するのが有利である。この場合、選択は例え
ばシフト・プッシュキーにより実現することができる。この種のキーは例えば操作ヘッド
を有しており、操作ヘッドを「パーキングブレーキ入」と「パーキングブレーキ解除」と
の二つの位置へシフトさせて、パーキングブレーキを個々のケースにおいて外力を介して
操作または解除させることができる。シフト方向に対して垂直にキーを押すことにより、
自動パーキングモード（自動停車機能）が選定される。新たにキーを押すことにより、再
び「ドライバーによる車両の故意のパーキング」モードに戻る。自動停車機能は、例えば
ストップ・ゴー交通の場合に有効である。さらに、選定された自動停車機能は例えば所定
の速度（例えば５０ｋｍ／ｈ）を最初に越える時、または所定のギヤ段（例えば四段）に
入れた時に自動的に再び解除される。
【００３４】
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本発明によれば、パーキングブレーキの液圧操作開始から所定時間経過した後に、電子
機械的操作への切換えを行う。これにより、

本発明によれば、動力車の制限速度以上のときに液圧発生器を制御することにより、動
力車のパーキングブレーキ装置を介して緊急ブレーキを導入させる。これは

本発明によれば、液圧で発生した緊急ブレーキ作動中に所定の減速値を下回った時に電
子機械的操作への切換えを行う。

本発明によれば、設定車速以上でパーキングブレーキを自動的に解除する。

本発明によれば、

設定車速以上で液圧発生器を制御することにより、１個の車軸の１個の車輪または両車



の構成は、「ハンドブ
レーキ転換」が実行可能であるべき競争用車両または安全車両等の特殊な車両に適用され
る。このような車両の操縦は、例えばハンドブレーキへの転換中に操作しなければらない
ような別個の操作要素により導入される。或いは、車両のパーキングを生じさせる操作要
素と同じ操作要素を介してこの種の制御を導入してもよい。この場合には、ブレーキを制
御するために前車軸の操舵角を付加的に考慮することができる。
【００３５】
　
最大限に可能な締付け力を発生させるのではなく、車両を停車させておくために必要な締
付け力だけを、安全性をも考慮して発生させる。これにより、液圧操作の場合には、パー
キングブレーキの解除がより柔軟に且つより好適に配分可能に行えるという利点が得られ
る。電子機械的操作の場合には、パーキングブレーキでの締付け力が撤回されることによ
り、電子機械的アクチュエーターユニットの負荷の減少が達成される。必要なブレーキ圧
は、車両を停車しておくために必要な制動液圧を測定することにより検出され、設定され
る。電子機械的パーキングブレーキのパーキング力を測定する必要がある場合には、能動
的に且つ常時監視する監視装置を設けるのが理想的である。この監視装置は、例えば車両
の傾斜が変化する時（船で車両を搬送する場合、重層型ガレージで駐車面の傾斜が変化す
る時など）に締付け力を上昇させる。
【００３６】
　またこのような監視装置により、常用ブレーキとパーキングブレーキとが共通のブレー
キディスクに作用するようなブレーキキャリパーにおいて、ブレーキディスクが冷えた場
合に締付け力のロスを補償することができる。或いは、先行した制動過程を計数して評価
する温度モデルを介してブレーキディスクの温度を算出し、その算出結果から、車両を確
実に停車させておくために必要な締付け力を、ブレーキディスクが冷えている場合にも調
整するようにしてもよい。
【００３７】
　

特にブレーキドラムが別個になっているパーキ
ングブレーキの場合、電子機械的アクチュエーターユニットによって移動せしめられるパ
ーキングブレーキ装置の部品と同じ部品が車両の寿命期間中に慣用される。このようにし
ないと、パーキングブレーキがめったに操作されない場合にはバインジング（Ｓｃｈｗｅ
ｒｇａｅｎｇｉｇｋｅｉｔ）になりやすい。さらに、ブレーキシューのブレーキドラムへ
の噛み込みが不十分になる。車両の走行安全性をいかなる場合も損なわないような状況（
例えば信号前で車両がゆっくりと移動するような状況）でパーキングブレーキを反復して
軽く入れることにより、パーキングブレーキはわずかに且つドライバーが不快感を感じな
い程度に操作される。
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輪、或いは車両片側の両車輪をロックさせるようにしてもよい。こ

本発明によれば、必要なパーキング作用に応じたパーキング力を決定する。すなわち、

本発明によれば、保守の目的で、ドライバーが関与することなくパーキングブレーキを
一定の時間間隔で電子機械的に操作する。



フロントページの続き

    審査官  小野　孝朗

(56)参考文献  特開昭６１－１０２３５８（ＪＰ，Ａ）
              実開平０２－０８７６６３（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０８－０４８２２４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１９８１００（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０９２７５９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２３０４６７（ＪＰ，Ａ）
              西独国特許出願公開第３５１８７１５（ＤＥ，Ａ）
              米国特許第５６９６６７９（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B60T13/00-13/74

(9) JP 3978261 B2 2007.9.19


	bibliographic-data
	claims
	description
	overflow

